
 

 

 

 

１ 助成の対象となる団体 

 青い森鉄道線沿線市町に住所を有する地域団体、自治会、ＮＰＯ法人その他の団体 

※ 法人格の有無を問わないが、規約、役員等の定めがあること。 

 

２ 助成の対象となる事業 

 青い森鉄道線利活用推進協議会長が、青い森鉄道線の利活用促進に資すると認める次の

事業に助成金を交付します。 

（１）青い森鉄道線（駅舎その他の鉄道資産を含む）を利活用した事業（鉄道の日に関連

した行事、青い森鉄道を利用したツアー、駅舎でのイベント・産直・趣味の作品展示

など。） 

（２）地域資源を活用した青い森鉄道関連商品の開発を目的とした事業（青い森鉄道オリ

ジナルグッズ、地元食材を利用した駅弁の開発など） 

（３）沿線住民のマイレール意識の向上に資する事業（フォーラム、勉強会の開催）  

（４）その他青い森鉄道線の利活用促進に資する事業（駅からマップの作成など） 

 

３ 補助率及び上限額 

 補助率   ４／５以内 

上限額   ２０万円（複数の市町を対象とする等、広域的で、事業の効果が特に顕著

と認められる場合は３０万円とします。） 

※ 審査の結果、助成決定額が助成申請額を下回ることがあります。 

 

４ 事業実施期間 

 令和２年２月２９日までに完了すること。 

※ 助成金の交付決定前に事業着手することは可能ですが、その場合でも、申請した事

業が必ずしも採択となるものではありませんのでご注意ください。 

 

５ 応募・お問い合わせ先 

 応募・お問い合わせは下記まで。 

 〒０３０－８５７０ 青森市長島１－１－１ 

 青森県交通政策課青い森鉄道グループ 青い森鉄道線利活用推進協議会事務局 

 ℡０１７－７３４－９１５０（直通） 

 

６ 応募締め切り 

 令和元年７月１９日（金）郵送又は持参にて必着のこと 

※ 募集枠に空きがある場合は、締め切り後も応募を受け付けることがあります。 
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